
89 広報おうむ広報おうむ 広報おうむ広報おうむ

情報ひろば情報ひろば

8広報おうむ広報おうむ

  問い合わせ　役場 ☎ 0158 － 84 － 2121　健康推進課・地域福祉課 ☎ 0158 － 84 － 2023　
　　　　　　  地域包括支援センター ☎ 0158 － 84 － 4495　教育委員会 ☎ 0158 － 84 － 4240

9 広報おうむ広報おうむ

　
雄
武
町
高
齢
者
等
の
冬
の
生
活
支
援
事

業
の
助
成
券
（
１
万
５
千
円
分
）
に
つ
い

て
は
、
使
用
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
、
使
用
し
て
い
な
い
助
成
券
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
早
め
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

使
用
期
限　
3
月
20
日
㈮

問
地
域
福
祉
課
社
会
福
祉
係

使
い
忘
れ
た
助
成
券
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

社
会
福
祉

　
上
寿(
百
歳)

を
迎
え
ら
れ
た
八
重
樫

光
子
さ
ん
に
、
祝
状
と
祝
金
の
贈
呈
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

ご
長
寿
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

問
地
域
福
祉
課
社
会
福
祉
係

上
寿
（
百
歳
）
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

そ
の
他

保
　
健

　
令
和
６
年
に
全
国
で
自
殺
に
よ
っ
て
亡

く
な
っ
た
方
は
、
2
万
3
２
０
人
で
、
前

年
か
ら
、１
５
１
７
人
減
少
し
て
い
ま
す
。

（
厚
生
労
働
省
自
殺
対
策
推
進
室
／
警
察
庁

生
活
安
全
局
生
活
安
全
企
画
課　
令
和
６

年
中
に
お
け
る
自
殺
の
状
況
よ
り
）

　
し
か
し
、
依
然
と
し
て
２
万
人
を
超
え

自
殺
対
策
強
化
月
間
に
つ
い
て

る
方
が
自
ら
命
を
絶
っ
て
お
り
、
深
刻
な

状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
自
殺
の
背
景
に
は
、
こ
こ
ろ
の
健
康
だ

け
で
な
く
、
過
労
、
生
活
困
窮
、
育
児
や

介
護
疲
れ
、
い
じ
め
や
孤
立
な
ど
の
様
々

な
社
会
的
要
因
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
自
殺
は
こ
う
し
た
様
々
な
悩
み

が
原
因
で
、
心
理
的
に
追
い
込
ま
れ
た
末

の
死
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
防
ぐ
こ
と
の

で
き
る
社
会
的
な
問
題
で
す
。

　
自
殺
の
予
防
に
は
、
住
民
一
人
一
人
が

自
殺
を
考
え
る
ほ
ど
追
い
詰
め
ら
れ
て
い

る
人
に
気
づ
き
、
支
え
合
う
こ
と
が
重
要

で
す
。
誰
も
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と

の
な
い
社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ

う
。

今
、
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
へ

　

心
身
の
不
調
を
感
じ
た
り
、
不
安
が

あ
っ
た
り
し
た
ら
、
一
人
で
抱
え
ず
に
ま

ず
は
相
談
を
。
眠
れ
な
い
、
食
欲
が
出
な

い
、
疲
れ
が
と
れ
な
い
な
ど
、
い
つ
も
と

違
う
心
身
の
不
調
を
感
じ
た
り
、
学
校
や

仕
事
、
家
族
、
健
康
の
こ
と
な
ど
で
不
安

が
あ
っ
た
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。
そ
の
よ

う
な
と
き
は
、
決
し
て
一
人
だ
け
で
悩
み

を
抱
え
ず
、
ま
ず
は
誰
か
に
話
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
周
り
に
い
る
た
く

さ
ん
の
方
が
、
あ
な
た
の
支
え
に
な
り
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
う
ま
く
話
せ
な
く

て
も
大
丈
夫
で
す
。
話
を
す
る
こ
と
で
気

持
ち
が
楽
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
あ

な
た
が
相
談
で
き
る
場
所
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。

周
り
の
方
を
心
配
し
て
い
る
あ
な
た
へ

　
あ
な
た
も
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
の
輪

に
加
わ
り
ま
せ
ん
か
。

　
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
は
、
悩
ん
で
い
る

人
に
気
付
き
、声
を
か
け
、話
を
聞
い
て
、

必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
、
見
守
る
人
の
こ

と
で
す
。
ま
ず
は
、
声
を
か
け
る
こ
と
か

ら
は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

気
付
き
　
家
族
や
仲
間
の
変
化
に
気
付
い

て
、
声
を
か
け
る

傾
聴　
本
人
の
気
持
ち
を
尊
重
し
、
耳
を

傾
け
る

つ
な
ぎ　
早
め
に
専
門
家
に
相
談
す
る
よ

う
促
す

見
守
り　
あ
た
た
か
く
寄
り
添
い
な
が

ら
、
じ
っ
く
り
と
見
守
る

　
紋
別
保
健
所
で
は
、
保
健
師
や
専
門
医

が
、
こ
こ
ろ
の
健
康
に
心
配
の
あ
る
方
、

飲
酒
や
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル

問
題
を
お
持
ち
の
方
の
相
談
を
お
受
け
し

て
い
ま
す
。
心
配
の
あ
る
ご
本
人
だ
け
で

は
な
く
、
ご
家
族
や
関
係
者
の
方
も
利
用

で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
紋
別
保
健
所
健
康
推
進
課
健
康
支
援
係

☎
０
１
５
８
‐
２
３
‐
３
１
０
８

引
っ
越
し
時
の
届
け
出
に
つ
い
て

　
春
は
転
勤
や
進
学
、
就
職
な
ど
引
っ
越

し
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。
引
っ
越
し
を
し
た

と
き
は
、
忘
れ
ず
に
役
場
窓
口
で
住
所
異

動
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
窓
口
が
混
み
合
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
、

手
続
き
す
る
ま
で
に
お
時
間
を
い
た
だ
き

ま
す
が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◉
転
入
届
（
町
外
か
ら
雄
武
町
へ
）

必
要
な
も
の
　
転
出
証
明
書
（
前
住
所
地

　
で
発
行
さ
れ
た
も
の
）、
届
出
人
の
本
人

　
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
資
格
確
認

　
証
な
ど
）、
お
持
ち
の
方
は
個
人
番
号

　
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
カ
ー
ド
。

届
出
人　
本
人
、
同
一
世
帯
に
な
る
人
。    

　
そ
れ
以
外
の
代
理
人
が
届
け
出
す
る
場 

　
合
は
、
本
人
か
ら
の
委
任
状
と
代
理
人

　
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

届
出
期
間
　
転
入
し
た
日
か
ら
14
日
以
内

◉
転
出
届
（
雄
武
町
か
ら
町
外
へ
）

必
要
な
も
の　
届
出
人
の
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
、
資
格
確
認
証
な
ど
）

※
転
出
先
の
住
所
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て

き
て
く
だ
さ
い
。

届
出
人　
本
人
、
届
出
時
点
で
同
一
世
帯

　
の
人
。
そ
れ
以
外
の
代
理
人
が
届
け
出

　
す
る
場
合
は
、
ご
本
人
か
ら
の
委
任
状

　
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

届
出
期
間
　
転
出
す
る
日
よ
り
前
に
手
続

　
き
し
て
く
だ
さ
い
。届
け
出
せ
ず
に
引
っ

　
越
し
た
場
合
は
、
郵
送
で
の
届
け
出
も

　
可
能
で
す
の
で
、問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

◉
転
居
届
（
雄
武
町
内
で
の
引
っ
越
し
） 

必
要
な
も
の　
届
出
人
の
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
、
資
格
確
認
書
な
ど
）、 

　
お
持
ち
の
方
は
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
）
カ
ー
ド
。

届
出
人　
本
人
ま
た
は
届
出
時
点
で
同
一

財
務
専
門
官
採
用
試
験
に
つ
い
て

　
財
務
省
北
海
道
財
務
局
で
は
、
財
政
、

金
融
な
ど
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と

し
て
活
躍
す
る
財
務
専
門
官
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

受
験
資
格

〇
平
成
8
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
17
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
者

〇
平
成
17
年
４
月
２
日
以
降
の
生
ま
れ
で

次
に
該
当
す
る
者

・
大
学
を
卒
業
し
た
者
お
よ
び
令
和

9
年
3
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す

る
見
込
み
の
者

・
短
大
ま
た
は
高
専
を
卒
業
し
た
者

お
よ
び
令
和
9
年
3
月
ま
で
に
短

大
ま
た
は
高
専
を
卒
業
す
る
見
込

み
の
者

受
付
期
間

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込　
3
月
23
日
㈪

ま
で[

受
信
有
効]

　

https://w
w

w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
は
こ
ち
ら

第
1
次
試
験
日　
5
月
24
日
㈰

問
財
務
省
北
海
道
財
務
局
人
事
課
人
事
係

☎
０
１
１
‐
７
０
９
‐
２
３
１
１

（
内
線
４
２
５
２
）

　
世
帯
の
人
。
そ
れ
以
外
の
代
理
人
が
届

　
け
出
す
る
場
合
は
、
本
人
か
ら
の
委
任

　
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要

　
で
す
。

届
出
期
間
　
転
居
し
た
日
か
ら
14
日
以
内

◉
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）カ
ー
ド

　
を
お
持
ち
の
方

　

窓
口
に
来
庁
し
な
く
て
も
、
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
転
出
届
、

不
動
産
を
所
有
の
方
へ

　
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
、
住
所
・
名

前
の
変
更
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　
住
所
・
名
前
の
変
更
の
日
か
ら
２
年
以

内
に
登
記
が
必
要
で
す
。
義
務
化
前
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
も
対
象
と
な
り
、
令
和

10
年
３
月
末
ま
で
に
登
記
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
変
更
登
記
を

し
な
い
場
合
、
５
万
円
以
下
の
過
料
が
科

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
不
動
産
所
有
者
の
検
索
用
情
報

ま
た
は
会
社
法
人
番
号
を
Ｗ
ｅ
ｂ
か
ら
申

し
出
す
る
と
、
法
務
局
が
職
権
で
住
所
等

変
更
登
記
を
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
ス
マ
ー
ト

変
更
登
記
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
義
務
化

さ
れ
た
相
続
登
記
に
つ
い
て
、
遺
産
分
割
協

議
が
ま
と
ま
ら
ず
、
期
限
内
（
３
年
以
内
）

に
相
続
登
記
の
申
請
が
難
し
い
場
合
は
、
相

続
人
申
告
登
記
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
相
続
し

た
不
動
産
が
複
数
の
登
記
所
の
管
轄
に
存

在
す
る
と
き
に
は
、
相
続
人
か
ら
提
供
さ
れ

た
戸
・
徐
籍
謄
本
な
ど
の
情
報
に
基
づ
い
て

法
定
相
続
人
が
誰
な
の
か
を
法
務
局
が
証

明
す
る
制
度
で
あ
る
法
定
相
続
情
報
証
明

制
度
を
使
う
と
便
利
で
す
。

ス
マ
ー
ト
変
更
登
記
に
つ
い
て

https://w
w

w
.m

oj.go.jp/M
IN

JI/
m

inji05_00688.htm
l#m

okuji1

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
に
つ
い
て

https://houm
ukyoku.m

oj.go.jp/
hom

u/page7_000013.htm
l

問
旭
川
地
方
法
務
局
紋
別
市
局

☎
０
１
５
８
‐
２
３
‐
２
５
２
１

来
庁
予
定
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
（
交
付

時
に
設
定
し
た
暗
証
番
号
が
必
要
で
す
）。

◉
届
け
出
期
間
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
場
合

　
異
動
日
か
ら
14
日
経
過
後
で
も
、
必
ず

届
け
出
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
住
民

基
本
台
帳
法
第
52
条
第
２
項
に
基
づ
き
、

簡
易
裁
判
所
か
ら
５
万
円
以
下
の
過
料
を

請
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

LINEの画面

街灯・道路灯の球切れなどに関するお知らせ
　雄武町内の街灯および道路灯の球切れなどを発見したときは、建設水道課
土木管理係までご連絡ください。電話以外に公式 LINE の「通報」機能から
もご連絡いただけます。 
　また、道路や河川などの損傷についても、公式 LINE の「通報」機能をご
活用ください。
電話での連絡の際に
　　　　　　　お知らせいただきたい内容
・街灯・道路灯の設置場所
　（住所や目印）
・街灯・道路灯の番号
　（ポールに記載されている場合）
・街灯・道路灯の状況
　（球切れしている、破損しているなど）

◉ＬＩＮＥ公式アカウント
・アカウント　雄武町
・ＩＤ　oumu_town

問建設水道課土木管理係


